
元
禄
十
二
年
三
月
、
京
都
の
八
文
字
屋
八
左
衛
門
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
役

者
口
三
味
線
』
が
、
そ
の
後
の
役
者
評
判
記
（
以
下
「
評
判
記
」
と
略
す
る
）

に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
京
・
江

戸
・
大
坂
の
三
都
評
判
を
三
巻
三
冊
と
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
評
判
記

に
見
ら
れ
な
い
本
書
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
の
評
判
記
の
ほ
と

ん
ど
は
こ
の
体
裁
に
倣
っ
て
い
る
。
地
域
毎
に
分
冊
す
る
と
言
う
整
理
の
行

き
届
い
た
編
集
が
、
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
分
冊
と
言
う

方
法
に
よ
っ
て
、
三
都
評
判
を
評
判
記
出
版
に
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
八
文
字

屋
の
功
績
は
大
き
い
。

一
口
に
三
都
評
判
と
は
言
っ
て
も
、
京
都
の
版
元
に
と
っ
て
、
遠
隔
の
地

で
あ
る
江
戸
の
役
者
を
評
判
す
る
こ
と
は
、
地
元
の
京
都
や
大
坂
の
場
合
と

異
な
り
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
『
役
者
口
三
味

線
』
を
内
容
の
面
か
ら
見
る
と
、
江
戸
之
巻
は
京
之
巻
・
大
坂
之
巻
と
比
べ

三
都
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景

三
都
役
者
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景

‐
和
泉
屋
版
「
鑑
も
の
」
を
中
心
に
Ｉ

｜
は
じ
め
に

万
治
三
年
刊
の
『
野
郎
虫
』
を
初
め
と
し
て
貞
享
期
ま
で
の
現
存
の
評
判

記
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
役
者
の
所
属
を
確
認
す
る
史
料
が
乏
し
い
た
め
、

確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
そ
の
評
判
の
対
象
は
ほ
ぼ
地
元
の
役
者
に
限

て
格
段
に
貧
弱
で
あ
る
。
京
之
巻
・
大
坂
之
巻
が
顔
見
世
と
初
狂
言
に
見
せ

た
演
技
に
触
れ
な
が
ら
具
体
的
に
評
判
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
江
戸
之
巻

は
一
昔
前
の
演
技
を
持
ち
出
す
こ
と
が
多
く
、
得
意
芸
の
評
判
な
ど
も
和
泉

屋
版
の
い
わ
ゆ
る
「
鑑
も
の
」
評
判
記
を
多
く
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
れ
は

『
役
者
口
三
味
線
』
出
版
の
時
点
で
は
八
文
字
屋
と
江
戸
と
の
距
離
が
い
ま

だ
遠
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
文

字
屋
は
そ
の
貧
弱
な
情
報
で
江
戸
之
巻
を
編
集
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
背
景
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
右

の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
八
文
字
屋
以
前
の
評
判
記
の
動
き
を
た
ど
っ

て
見
て
ゆ
き
た
い
。

二
元
禄
以
前
の
評
判
記

松
澤
正
樹



ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
少
な
く
と
も
、
京
都
で
江
戸
の
役
者
を
あ
る
い
は
江

戸
で
京
都
の
役
者
を
評
判
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
序
文
そ
の
他
に
見
受
け

ら
れ
ず
、
座
別
編
集
を
中
心
と
し
た
地
域
毎
の
小
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
貞
享
四
年
正
月
に
和
泉
屋
八
左
衛
門
か
ら
刊

行
さ
れ
た
「
野
郎
立
役
舞
台
大
鏡
』
は
、
評
判
の
対
象
を
京
都
四
座
か
ら
大

坂
三
座
へ
と
広
く
求
め
て
い
る
。
従
来
、
役
柄
別
編
集
や
技
芸
評
中
心
の
内

容
に
定
評
の
高
か
っ
た
本
書
で
あ
る
が
、
同
時
に
視
野
の
拡
大
も
評
価
す
べ

き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
本
書
に
は
京
・
大
坂
の
役
者
に
混
じ
っ
て
江
戸
の
役
者
伊
藤
小
太

夫
が
評
判
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
凡
例
に
は
、

一
江
戸
に
い
る
伊
藤
小
太
夫
を
評
す
る
事
京
大
坂
に
御
ぞ
ん
じ
の
名
人

な
れ
は
あ
ら
し
と
く
み
あ
わ
せ
か
き
た
る
な
り

と
あ
り
、
小
太
夫
が
当
年
度
江
戸
在
住
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
本
書

が
江
戸
の
小
太
夫
を
評
判
し
た
理
由
は
、
右
の
凡
例
の
「
京
大
坂
に
御
ぞ
ん

じ
の
名
人
」
で
あ
る
か
ら
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
別
な
理
由
に
よ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
挿
絵
は
、
同
じ
版
元
和
泉
屋
か
ら
出
さ
れ
た
浮
世
草

子
『
好
色
旅
枕
』
の
挿
絵
に
若
干
手
を
加
え
て
流
用
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て

（
１
）

い
る
。
凡
例
の
「
あ
ら
し
と
く
み
あ
わ
せ
か
き
た
る
」
部
分
は
、
「
一
と
せ

都
に
て
嵐
み
っ
さ
ま
と
よ
し
の
身
請
の
狂
言
に
」
云
々
と
言
う
小
太
夫
評
を

指
す
と
同
時
に
、
そ
の
場
面
の
二
人
を
描
い
た
挿
絵
を
指
し
て
お
り
、
他
の

役
者
を
描
い
た
『
好
色
旅
枕
』
の
挿
絵
を
流
用
す
る
と
同
様
に
、
嵐
三
右
衛

門
を
描
い
た
こ
の
挿
絵
を
流
用
す
る
以
上
は
、
是
非
そ
の
相
手
役
と
し
て
同

じ
挿
絵
中
に
描
か
れ
て
い
た
小
太
夫
を
組
み
合
せ
て
評
判
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
江
戸
の
伊
藤
小
太
夫
を
評
判
し
た
の
は
、
板
木
流
用

と
言
う
編
集
上
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
‐
江
戸
の
役
者
を
評
判
し
よ
う

と
す
る
意
図
か
ら
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
小
太
夫
の
評
文
は
、
上
方
で
の
評
判
に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
先
の
凡
例
を
設
け
た
こ
と
自
体
に
注
目
し
た
い
。
凡

例
の
他
の
箇
所
で
は
、
文
辞
を
弄
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
こ
れ
ま
で
の
評
判
記

へ
の
批
判
と
、
少
し
前
の
前
年
十
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
評
判
記
「
難
波
立
聞

昔
語
』
へ
の
批
判
が
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
小
太
夫
に
関
し
て
の
先
の

凡
例
は
、
こ
れ
ら
の
凡
例
と
は
全
く
性
格
を
異
に
す
る
。
江
戸
在
住
の
役
者

を
評
判
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
敢
え
て
こ
の
よ
う
な
異
質
な
断
り
書
き
を
一

箇
条
使
っ
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
上
方
版
の
評
判
記
で
江

戸
在
住
の
役
者
を
評
判
す
る
こ
と
が
、
一
種
不
自
然
な
も
の
と
受
け
取
ら
れ

が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
も
そ
も
、
野
郎
評
判
記
が
容
色
中
心
の
評
判
を
改
め
る
こ
と
な
く
続
々

と
刊
行
さ
れ
続
け
た
の
も
、
読
者
が
舞
台
で
実
際
に
見
た
り
時
に
は
座
敷
を

と
も
に
し
た
役
者
と
、
そ
の
役
者
の
評
判
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
楽
し
み
が

あ
っ
た
た
め
で
、
そ
こ
に
は
実
用
的
な
意
味
あ
い
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

当
然
、
遠
く
離
れ
た
江
戸
の
役
者
に
対
し
て
の
読
者
の
関
心
は
薄
く
、
こ
の

時
期
、
江
戸
の
役
者
を
評
判
す
る
こ
と
な
ど
版
元
の
念
頭
に
は
な
か
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

三
元
禄
期
中
期
ま
で
の
諸
作
品
と
出
版
界
の
動
向

天
和
二
年
十
月
刊
の
『
好
色
一
代
男
』
以
来
、
諸
国
咄
的
様
式
を
一
貫
し

三

四



て
採
っ
た
西
鶴
諸
作
品
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
諸
国
に
取
材
し
取
り
ま
と
め

よ
う
と
す
る
風
潮
が
浮
世
草
子
出
版
界
に
広
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
貞

享
期
に
は
、
『
西
館
諸
国
は
な
し
』
（
貞
享
二
年
）
の
他
に
も
、
『
宗
祇
謂
国

物
語
』
（
同
年
）
『
諸
国
心
中
女
』
（
同
三
年
）
『
諸
国
此
比
好
色
覚
帳
』
（
貞

享
年
間
）
な
ど
、
「
諸
国
」
を
書
名
に
持
つ
作
品
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
響

名
に
「
諸
国
」
を
持
た
な
く
て
も
、
諸
国
に
取
材
し
た
こ
と
を
明
示
す
べ
く
、

外
題
の
角
書
を
「
諸
国
」
と
し
た
り
、
章
題
に
地
名
を
組
み
込
ん
だ
り
す
る

も
の
が
多
い
。

従
来
の
遊
女
評
判
記
や
細
見
の
頬
は
、
島
原
・
吉
原
・
新
町
の
各
一
廓
に

限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
貞
享
五
年
正
月
京
都
の
三
書
嘩
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た

『
諸
国
色
里
案
内
』
は
、
そ
の
書
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
京
の
島
原

と
大
坂
の
新
町
を
中
心
に
日
本
各
地
の
廓
を
紹
介
し
て
い
る
。
本
書
は
、
長

谷
川
強
氏
が
指
摘
す
る
通
り
「
『
一
代
男
』
世
之
介
の
諸
廓
・
諸
売
色
遍
歴

（
２
）

の
影
響
」
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
書
が
編
ま
れ
た
背
景

に
は
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
貞
享
期
の
諸
国
烏
倣
の
風
潮
が
あ
っ
た
こ
と

も
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

諸
国
の
広
範
囲
か
ら
三
都
に
限
定
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
俳
請

の
分
野
で
は
、
俳
壇
を
中
心
と
し
た
各
地
の
俳
人
間
の
交
流
が
臨
ん
で
あ
っ

た
が
、
延
宝
九
年
に
は
、
京
都
の
書
建
寺
田
重
徳
に
よ
り
『
七
百
五
十
韻
』

『
俳
諾
次
韻
』
『
俳
譜
蔓
付
贄
』
の
三
都
三
幅
一
対
（
京
・
江
戸
・
大
坂
）
が

（
３
）

刊
行
さ
れ
、
天
和
一
一
年
に
は
、
大
坂
書
建
深
江
屋
太
郎
兵
衛
に
よ
り
、
三
都

の
俳
人
三
十
六
名
の
撰
集
『
三
ヶ
津
』
一
冊
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の

三
幅
一
対
は
一
括
し
て
編
集
出
版
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
後
者
の
場
合

三
都
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景

三
都
雑
俳
撰
集
「
難
波
土
産
』
の
刊
行
と
歩
調
を
あ
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、

同
じ
元
禄
六
年
正
月
に
は
、
現
存
す
る
評
判
記
の
中
で
は
最
初
の
三
都
評
判

記
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
が
出
さ
れ
た
。
本
書
は
、
先
の
『
野
郎
立
役
舞
台
大

一
一
二
血

は
、
序
文
に
続
く
二
丁
表
に
「
江
戸
」
「
大
坂
」
「
京
」
の
旗
を
掲
げ
た
三
挺

立
て
の
船
首
が
描
か
れ
、
撰
者
如
扶
の
「
花
舟
や
入
に
大
事
の
三
ヶ
津
」
の

句
が
配
さ
れ
る
上
に
、
書
名
自
体
を
「
三
ヶ
津
」
と
し
て
、
三
都
撰
集
で
あ

る
こ
と
を
色
濃
く
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
貞
享
五
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
西
鶴
作
の
浮
世
草
子
『
色
里
三
所

世
帯
』
で
は
、
色
遊
び
の
放
蕩
を
尽
く
す
「
う
き
よ
の
外
右
衛
門
」
が
世
帯

を
構
え
た
京
・
大
坂
・
江
戸
の
地
を
、
そ
れ
ぞ
れ
巻
上
・
中
・
下
の
三
巻
に

分
け
て
い
る
。
本
書
は
巻
下
の
第
一
・
二
話
と
館
三
・
四
・
五
話
を
分
冊
し

（
４
）

た
四
冊
本
で
あ
る
が
、
三
都
を
三
巻
に
分
け
る
編
集
と
し
て
注
目
し
て
お
き
た
い
。

延
宝
・
貞
享
期
の
こ
の
よ
う
な
諸
国
烏
倣
・
三
部
編
集
の
風
潮
も
背
景
に

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
元
禄
六
年
正
月
に
は
、
雑
俳
界
初
の
三
都
撰
集
『
難

波
土
産
』
が
出
版
さ
れ
た
。
本
書
は
、
大
坂
の
西
鶴
他
二
名
の
長
点
抜
粋
を

本
編
と
し
、
こ
れ
に
続
い
て
江
戸
の
調
和
点
抜
粋
と
前
年
に
江
戸
で
出
版
さ

れ
た
『
二
葉
の
松
』
の
抄
録
、
京
都
の
常
牧
点
抜
粋
と
前
年
に
近
州
で
出
版

さ
れ
た
京
都
の
和
及
点
に
よ
る
『
誹
譜
水
茎
の
岡
』
の
抄
録
を
収
め
た
も
の

で
あ
る
。
序
題
脇
に
は
「
摂
州
浪
花
井
江
戸
京
前
句
諸
点
」
と
あ
り
、
版
外

に
は
各
々
「
ナ
ニ
ハ
」
「
江
戸
」
「
洛
陽
」
と
犯
し
て
、
体
裁
の
上
で
も
三
部

（
５
）

撰
集
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

四
三
都
評
判
記
「
雨
夜
三
盃
機
嫌
」
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鏡
』
の
よ
う
な
技
芸
中
心
の
評
判
と
は
異
な
り
、
役
者
の
姿
絵
に
七
言
絶
句

と
寸
評
を
配
し
た
や
や
古
風
な
評
判
だ
が
、
書
名
の
「
三
盃
機
嫌
」
が
序
に

言
う
「
水
道
一
盃
。
難
波
一
盃
。
白
河
一
盃
。
」
つ
ま
り
江
戸
・
大
坂
・
京

を
指
す
も
の
で
あ
り
、
題
篭
題
に
「
京
都
／
江
戸
／
大
坂
」
と
三
行
割
書
の

角
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
都
評
判
を
前
面
に
押
し
出
し
た
評
判
記
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
本
書
に
は
そ
の
書
名
に
た
が
わ
ず
江
戸
の
役
者
が
多
数
評
判
さ
れ

て
い
る
。
評
判
す
る
役
者
七
十
九
名
の
う
ち
、
元
禄
六
年
六
月
江
戸
版
の

『
野
郎
楊
弓
』
と
の
照
合
に
よ
り
当
年
度
江
戸
在
住
が
確
認
で
き
る
役
者
の

数
は
、
二
十
一
名
に
上
り
全
体
の
四
分
の
一
強
を
占
め
る
。
こ
の
内
、
萩
野

左
馬
之
丞
や
谷
島
主
水
な
ど
、
元
来
上
方
で
名
を
馳
せ
た
役
者
に
つ
い
て
は
、

専
ら
上
方
で
の
話
題
に
限
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
市
川
団
十
郎
、
中
村

七
三
郎
、
中
村
伝
九
郎
な
ど
、
上
京
の
経
験
が
な
か
っ
た
役
者
も
少
な
く
な

い
こ
と
か
ら
、
本
書
は
積
極
的
に
江
戸
の
役
者
を
取
り
込
ん
だ
三
都
評
判
記

の
噴
矢
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
『
演
劇
史
研
究
第
一
樹
』
（
昭
和
七
年
四
月
刊
）
所
収
の
高
野
辰

之
氏
に
よ
る
「
役
者
評
判
記
年
表
」
元
禄
六
年
の
項
に
は
「
役
者
三
国
酉
鑑
」

な
る
書
名
が
あ
る
。
現
存
が
確
認
さ
れ
な
い
評
判
記
で
あ
り
、
高
野
氏
も

「
未
見
」
と
す
る
が
、
前
述
の
三
都
雑
俳
撰
集
「
難
波
土
産
』
や
三
部
役
者

評
判
記
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
の
刊
行
と
同
じ
時
期
に
「
三
国
」
を
書
名
に
含

ん
だ
評
判
記
が
あ
っ
て
も
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
れ
は
和
泉
屋
版
の

「
鑑
も
の
」
評
判
記
の
元
禄
六
（
酉
）
年
度
版
と
思
わ
れ
る
が
、
後
述
す
る

一
連
の
「
鑑
も
の
」
の
内
、
『
役
者
千
石
篦
』
以
前
の
「
鑑
も
の
」
の
内
題

が
「
役
者
大
鑑
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
役
者
三
国
酉
鑑
」
は
題
簑
題
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
時
期
の
「
鑑
も
の
」
に
「
三
国
」
の
書
名
に
見
合

う
程
の
江
戸
の
役
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
（
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。
「
三
国
」
は
宣
伝
文
句
の
一
つ
と
し
て
付
け

ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
よ
り
い
っ

そ
う
元
禄
六
年
頃
の
上
方
の
三
都
編
集
の
気
運
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
評
判
記
が
刊
行
さ
れ
た
時
期
、
演
劇
界
の
動
向
は
ど
う
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。
当
年
度
（
元
禄
五
年
霜
月
）
に
は
、
萩
野
左
馬
之
丞
，
勝
山
千

之
丞
・
桐
山
政
之
介
ら
若
女
方
の
江
戸
下
り
が
あ
る
。
萩
野
左
馬
之
丞
は
、

元
禄
四
年
万
太
夫
座
の
二
の
替
狂
言
「
嫁
か
箕
み
」
に
見
せ
た
手
負
い
の
所

作
で
大
当
た
り
を
取
り
、
元
禄
五
年
時
に
は
「
今
の
上
々
」
の
位
を
受
け
て

い
た
（
『
役
者
大
鑑
合
彩
』
）
。
『
雨
夜
三
盃
機
嫌
』
上
巻
巻
末
の
同
人
条
に
は
、

「
萩
野
は
三
州
第
一
の
名
」
「
紅
頬
馬
に
鞭
う
つ
洛
中
の
泪
」
（
筆
者
書
き
下

し
）
と
あ
り
、
当
時
左
馬
之
丞
の
江
戸
下
り
は
京
都
人
の
大
き
な
話
題
と
な
っ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
上
方
役
者
の
江
戸
下
り
が
、
三
都
評
判
の
生
ま
れ
る

背
景
に
あ
っ
た
こ
と
も
同
時
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
和
泉
屋
は
「
野
郎
立
役
舞
台
大
鏡
』
で
京
・
大
坂
の

二
都
の
評
判
を
確
立
し
て
い
た
が
、
ま
だ
そ
の
時
期
に
は
江
戸
の
役
者
は
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
章
か
ら
は
、
そ
の
後
の
和
泉
屋
版
の
「
鑑

も
の
」
に
見
ら
れ
る
変
化
と
そ
の
過
程
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

周
知
の
通
り
、
「
鑑
も
の
」
の
特
徴
の
一
つ
は
、
毎
年
新
た
に
板
木
を
掘
心

五
元
禄
八
年
岩
瀬
本
「
役
者
大
鑑
』

’
一
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り
起
こ
す
の
で
は
な
く
、
前
年
評
の
板
木
を
流
用
し
な
が
ら
古
評
の
一
部
削

除
と
新
評
の
増
補
を
以
て
出
版
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
元
禄
八
年
、
和
泉

屋
は
元
禄
五
年
か
ら
流
用
さ
れ
て
い
た
板
木
に
八
年
の
修
正
を
施
し
、
元
禄

五
年
の
刊
記
の
ま
ま
『
役
者
大
鑑
』
（
岩
瀬
文
庫
蔵
本
、
以
後
「
岩
瀬
本
」

（
６
）

と
略
す
る
）
を
刊
行
す
る
。
役
者
目
録
に
続
く
中
扉
に
は
、
扉
題
「
芝
居
訓

蒙
図
彙
」
の
左
右
両
脇
に
「
京
四
条
河
原
」
「
大
坂
道
頓
堀
」
と
あ
り
、
依

然
と
し
て
京
・
大
坂
の
役
者
を
中
心
と
し
た
評
判
記
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
が
、
江
戸
の
役
者
の
評
判
も
幾
つ
か
見
ら
れ
る
。

こ
の
評
判
記
に
は
『
野
郎
立
役
舞
台
大
鏡
』
同
様
、
役
者
目
録
の
役
者
名

の
上
に
元
禄
八
年
度
の
所
属
座
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
八
年
度

（
７
）

に
江
戸
四
座
に
所
属
す
る
役
者
の
数
は
十
九
名
で
あ
る
が
、
こ
の
十
九
名
す

べ
て
に
八
年
の
新
評
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
八
年
以
前
に
上
方
に

い
た
役
者
に
関
し
て
は
、
そ
の
こ
ろ
の
評
文
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
、

江
戸
に
下
っ
て
か
ら
の
評
判
は
皆
無
で
あ
る
。
例
え
ば
、
五
年
度
に
京
都
に

お
り
、
六
年
度
に
江
戸
へ
下
っ
た
萩
野
左
馬
之
丞
、
勝
山
千
之
丞
、
坂
田
愛

之
丞
は
五
年
の
評
の
ま
ま
で
あ
り
、
七
年
度
京
都
へ
上
り
当
年
度
江
戸
に
帰
っ

て
い
た
市
川
団
十
郎
は
、
七
年
の
評
の
ま
ま
で
あ
る
。
「
亥
評
に
云
」
と
し

て
八
年
に
新
評
さ
れ
た
役
者
は
、
立
役
で
は
宮
崎
伝
吉
・
中
村
七
三
郎
・
中

村
伝
九
郎
・
猿
若
山
左
衛
門
、
若
衆
方
で
は
猿
若
小
山
三
郎
・
市
川
団
之
丞

の
、
以
上
六
名
で
あ
る
。

宮
崎
伝
吉
は
、
京
都
出
身
の
役
者
で
あ
る
が
、
『
三
国
役
者
舞
台
鏡
』
（
元

禄
十
一
年
刊
）
で
「
京
ま
の
や
勘
左
衛
門
座
に
て
角
前
髪
役
は
．
も
は
や
二

む
か
し
以
前
の
事
」
（
宮
崎
伝
吉
条
）
↓
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
元
禄
当
時
で

三
都
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景

は
既
に
江
戸
役
者
の
扱
い
で
あ
り
、
元
禄
期
に
は
上
京
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

伝
吉
以
外
の
五
名
に
は
上
京
の
経
験
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
六
名
に

つ
い
て
は
、
純
粋
な
江
戸
役
者
の
評
判
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

中
村
伝
九
郎
を
除
い
た
五
名
は
、
す
べ
て
江
戸
版
の
「
役
者
み
上
か
き
』

（
元
禄
五
年
刊
）
と
、
こ
の
板
木
の
流
用
が
見
ら
れ
る
「
や
く
し
や
雷
』
（
元

（
８
）

禄
七
年
刊
）
の
評
文
に
酷
似
し
て
お
り
、
中
村
伝
九
郎
も
、
元
禄
七
年
七
月

江
戸
版
の
『
役
者
節
用
集
』
の
評
文
に
酷
似
し
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
例
と

し
て
、
宮
崎
伝
吉
評
と
中
村
伝
九
郎
評
と
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

着
目
点
に
番
号
を
ふ
っ
て
、
両
害
を
対
校
し
や
す
く
し
た
。

〈
宮
崎
伝
吉
〉

○
亥
評
に
云
上
方
で
藤
田
小
平
次
お
江
戸
で
宮
崎
伝
吉
実
か
た
の
ね
ご
ろ

物
①
武
道
の
つ
め
あ
い
万
事
こ
ま
か
に
お
気
を
つ
け
ら
れ
②
何
と
や
ら
も

と
を
ら
ぬ
口
上
の
や
う
に
て
③
か
ら
大
和
の
引
事
千
日
い
ふ
て
も
い
ひ
そ

こ
な
い
な
し
五
音
に
に
が
み
あ
っ
て
さ
な
か
ら
武
士
ら
し
く
④
ち
ぼ
う
け

い
り
や
く
身
の
取
ま
は
し
み
じ
か
き
ふ
て
の
さ
き
に
は
つ
く
し
か
た
し
⑤

此
人
た
て
か
み
よ
く
似
あ
い
て
よ
し
此
人
か
た
い
に
は
似
ず
⑥
け
い
せ
い

の
か
い
手
に
な
ら
れ
て
よ
し
⑦
し
か
し
ひ
や
う
し
所
作
事
が
か
い
も
く
な

ら
す
③
や
上
も
す
れ
は
見
物
の
か
た
へ
向
い
け
い
は
く
ら
し
く
わ
ら
は
る
上

く
せ
あ
り
（
岩
瀬
本
「
役
者
大
鑑
』
）

▲
古
来
よ
り
の
じ
っ
た
い
て
い
の
及
ぶ
所
一
一
な
し
①
武
道
の
つ
め
合
細
一
一

気
を
付
テ
③
引
事
よ
く
い
わ
る
上
名
月
あ
き
ら
か
な
ら
ん
と
す
れ
共
風
雲

是
ヲ
お
Ｌ
う
と
は
な
ん
じ
が
事
ま
っ
た
く
そ
こ
を
さ
ら
せ
じ
と
の
②
つ
め

ひ
ら
き
も
と
ふ
ら
ぬ
口
上
の
様
｜
｜
て
其
あ
や
よ
く
間
１
軍
法
の
一
利
楠
木

三
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正
成
な
と
二
な
り
給
ひ
て
④
ち
ぼ
う
け
い
り
や
く
の
思
ひ
入
お
も
し
る
し

万
事
き
や
う
成
立
役
な
れ
共
③
い
や
な
事
有
見
物
の
方
ヲ
む
き
け
い
は
く

ら
し
き
わ
ら
い
か
ほ
玉
二
き
ず
⑦
ひ
や
う
し
し
よ
さ
事
な
ら
ず
⑥
か
い
手

吉
⑤
た
て
か
み
な
て
付
よ
し
す
面
よ
る
し
か
ら
ず
し
う
た
ん
へ
た
し
か
し

此
人
の
げ
い
あ
ま
り
細
過
た
る
故
に
や
こ
ま
物
や
と
云
リ
去
な
が
ら
古
し

へ
よ
り
一
二
ヲ
ろ
ん
す
立
役
今
改
て
評
せ
ん
は
ふ
る
し
．
：

（
『
役
者
み
上
か
き
』
及
び
『
や
く
し
や
雷
』
）

〈
中
村
伝
九
郎
〉

亥
評
に
云
①
ひ
や
う
し
事
よ
し
②
道
行
の
所
作
上
る
り
小
歌
糸
竹
に
の
る

事
人
形
つ
か
い
は
は
だ
し
也
其
外
③
酒
の
え
い
に
の
っ
て
る
れ
っ
の
ま
わ

ら
ぬ
い
き
ご
み
又
④
す
わ
う
は
か
ま
を
き
て
本
間
か
入
り
が
ゑ
も
の
猶
さ

へ
ぎ
っ
て
す
く
れ
た
る
事
を
い
は
上
あ
さ
い
な
に
妙
あ
り
此
人
み
つ
ひ
げ

か
け
て
引
さ
き
も
と
ゆ
い
か
つ
ら
も
か
け
ぬ
す
か
た
て
は
せ
い
た
か
く
見

え
て
色
あ
か
く
み
し
か
き
う
き
世
に
長
が
た
な
一
ふ
り
ふ
っ
て
四
方
八
面

に
に
ら
み
つ
け
⑤
も
さ
小
林
の
あ
さ
い
な
と
名
の
り
給
ひ
し
其
ふ
ぜ
い

（
中
略
）
⑥
又
云
ぬ
れ
事
に
お
も
は
し
か
ら
す
し
う
た
ん
時
に
よ
っ
て
で

き
ふ
て
き
有
せ
り
ふ
か
つ
こ
う
よ
り
は
一
調
子
ひ
く
し

（
岩
瀬
本
『
役
者
大
鑑
』
）

▲
武
道
の
つ
め
合
古
今
無
双
▲
く
ま
か
へ
れ
ん
生
西
行
法
師
諸
事
②
立
役

の
道
行
事
上
る
り
一
一
合
て
の
し
よ
さ
四
座
の
内
二
て
ま
ね
す
る
人
な
し
▲

さ
と
う
事
は
ん
ど
う
ま
せ
て
の
や
つ
し
事
名
人
▲
③
酒
二
ゑ
ひ
て
の
し
よ

さ
大
一
一
吉
▲
④
す
わ
う
一
一
て
ぼ
ん
ま
の
能
ゑ
物
▲
①
ひ
や
う
し
事
お
よ
そ

役
者
の
内
一
一
は
な
し
し
や
み
せ
ん
っ
営
み
に
合
て
の
ひ
や
う
し
日
本
無
双

▲
⑤
あ
さ
ひ
な
に
な
り
て
も
さ
と
い
上
出
ス
よ
り
の
い
き
ほ
い
し
や
う
じ

ん
の
あ
さ
ひ
な
と
も
い
上
つ
ゞ
へ
し
其
外
諸
事
二
き
や
う
言
口
一
一
及
が
た
し

御
覧
の
上
二
而
（
『
役
者
節
用
集
』
）

中
村
伝
九
郎
の
中
略
し
た
部
分
は
、
元
禄
七
年
度
に
上
京
し
て
朝
比
奈
役

で
当
た
り
を
と
っ
た
市
川
団
十
郎
と
の
比
較
で
あ
り
、
当
然
『
役
者
節
用
集
』

に
は
な
い
。
ま
た
、
伝
九
郎
評
の
⑥
に
当
た
る
「
ぬ
れ
事
」
云
々
に
つ
い
て

は
、
『
役
者
節
用
集
』
に
は
な
く
、
こ
の
点
の
出
所
は
不
明
で
あ
る
。
し
か

し
、
後
述
す
る
八
年
新
刻
本
の
『
役
者
大
鑑
』
凡
例
に
は
、
「
や
ら
う
み
上

か
き
」
「
や
く
し
や
雷
」
の
引
用
が
あ
り
へ
こ
の
時
期
に
和
泉
屋
が
少
な
く

と
も
『
野
郎
み
Ｌ
か
き
』
と
『
や
く
し
や
雷
』
の
二
言
を
入
手
し
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
岩
瀬
本
『
役
者
大
鑑
』
の
新
評
に

見
ら
れ
る
江
戸
の
役
者
評
判
は
、
江
戸
版
の
評
判
記
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

‐
以
上
の
六
名
の
役
者
の
う
ち
、
猿
若
小
山
三
郎
以
外
の
五
名
の
評
文
が
ま

る
ご
と
「
亥
評
」
で
あ
り
、
そ
の
評
文
が
今
見
て
き
た
よ
う
に
前
年
出
さ
れ

た
江
戸
版
の
評
判
記
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
な
れ
ば
、
こ
の
年
以
前

の
『
役
者
大
鑑
』
に
江
戸
役
者
の
評
判
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
以
前
上
方
在
住
時
に
評
判
し
て
い
た
本
文
が
、
そ
の
役
者

の
江
戸
下
り
に
よ
り
結
果
的
に
江
戸
在
住
の
役
者
の
評
判
と
な
っ
た
と
言
う

場
合
を
除
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
「
役
者
三
国
酉
鑑
」

の
書
名
は
評
判
の
内
容
に
見
合
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

元
禄
八
年
に
な
っ
て
、
実
際
の
観
劇
も
ま
ま
な
ら
な
い
江
戸
の
役
者
を
、

江
戸
版
の
評
判
記
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
評
判
し
、
そ
れ
ま
で
の
上
方

役
者
に
加
え
た
こ
と
は
、
和
泉
屋
の
三
都
評
判
記
編
集
の
最
初
の
試
み
と
し

二
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・
六
元
禄
八
年
新
刻
本
「
役
者
大
鑑
」

和
泉
屋
は
、
岩
瀬
本
の
『
役
者
大
鑑
』
と
は
全
く
別
な
『
役
者
大
鑑
』
を
、

同
じ
元
禄
八
年
の
二
月
に
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
評
判
記
は
同
じ
和
泉
屋
三

郎
兵
衛
版
で
あ
り
な
が
ら
、
一
連
の
「
鑑
も
の
」
評
判
記
の
系
統
か
ら
は
外

れ
た
異
色
の
評
判
記
で
あ
る
。
目
録
、
本
文
と
も
に
新
刻
し
た
も
の
で
、
評

判
す
る
百
十
二
名
の
役
者
の
内
、
元
禄
八
年
度
に
江
戸
在
住
の
役
者
は
百
一

名
に
上
り
、
挿
絵
は
岩
瀬
本
の
四
丁
を
流
用
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
中
で
、

四
条
小
橋
を
描
い
た
部
分
を
削
除
し
た
り
、
描
か
れ
る
役
者
に
付
け
ら
れ
た

坂
田
藤
十
郎
の
紋
を
市
川
団
十
郎
の
紋
に
、
嵐
三
右
衛
門
の
紋
を
中
村
七
三

郎
の
紋
に
彫
り
直
す
な
ど
、
い
さ
さ
か
安
易
な
が
ら
江
戸
芝
居
色
を
出
す
よ

う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
役
者
目
録
に
続
く
中
扉
に
は
、
「
評
判
」
と

言
う
文
字
を
左
右
か
ら
挟
む
よ
う
に
「
四
／
座
」
と
あ
り
、
先
に
見
た
岩
瀬

本
の
扉
題
と
ち
ょ
う
ど
対
を
な
す
形
で
、
江
戸
四
座
の
評
判
を
表
わ
し
て
い

る
。
ま
た
、
凡
例
に
は
京
都
の
作
者
「
明
石
貞
雲
入
道
」
が
江
戸
に
下
り
芝

居
を
観
劇
し
た
旨
が
述
べ
ら
れ
、
そ
こ
で
江
戸
版
の
『
野
郎
み
上
か
き
』

『
や
く
し
や
雷
』
に
触
れ
て
い
る
も
の
の
、
岩
瀬
本
に
見
ら
れ
た
江
戸
版
利

用
の
跡
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

江
戸
の
役
者
に
混
じ
っ
て
、
当
年
度
京
都
在
住
の
藤
川
武
左
衛
門
と
村
山

四
郎
次
、
大
坂
在
住
の
富
沢
半
三
郎
と
松
島
半
弥
が
評
判
さ
れ
て
お
り
、
江

戸
役
者
の
評
判
記
と
し
て
は
、
や
や
不
体
裁
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
四
名
の
役

者
は
い
ず
れ
も
前
年
度
は
江
戸
に
い
た
役
者
で
あ
る
。
ま
た
、
大
津
与
八
は

三
都
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景

て
受
け
取
れ
る
へ

「
死
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
役
者
節
用
集
』
に
載
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
前

年
度
の
江
戸
在
住
は
確
か
で
あ
る
。
出
版
を
前
に
し
て
残
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
「
体
」
と
な
っ
て
い
る
六
名
の
役
者
に
つ
い
て
も
、
殆
ど
が
前

年
あ
る
い
は
前
々
年
の
江
戸
在
住
が
確
認
出
来
る
。
以
上
の
こ
と
と
合
わ
せ
、

上
演
さ
れ
た
狂
言
に
触
れ
た
具
体
的
演
技
評
の
時
期
の
下
限
が
元
禄
七
年
秋

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
評
判
本
文
は
当
年
度
顔
見
世
以
前
の
情
報
を
元
に
執
筆

さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
凡
例
に
「
霜
月
中
旬
ま
で
逗
留

の
う
ち
」
と
言
う
の
は
信
じ
難
い
。
作
者
は
、
元
禄
七
年
度
に
江
戸
在
住
で

あ
っ
た
役
者
、
或
い
は
市
川
団
十
郎
や
桜
山
林
之
助
な
ど
八
年
度
に
江
戸
へ

（
９
）
一

下
る
役
者
に
絞
っ
て
評
文
を
書
き
、
江
戸
の
座
組
の
情
報
を
得
て
か
ら
目
録

を
作
成
し
、
元
禄
八
年
新
評
と
し
て
出
版
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ

の
評
判
記
は
、
結
果
的
に
は
上
方
の
役
者
や
当
年
度
休
み
の
役
者
を
混
じ
え

た
も
の
と
な
っ
た
も
の
の
、
当
初
か
ら
元
禄
八
年
度
江
戸
四
座
に
所
属
す
る

役
者
に
限
定
し
て
評
判
す
る
企
画
で
以
て
編
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
京
、
大
坂
を
中
心
に
評
判
し
た
岩
瀬
本
『
役
者
大
鑑
』
を
出
版
す

る
一
方
で
、
江
戸
の
役
者
に
限
っ
た
こ
の
よ
う
な
評
判
記
を
、
和
泉
屋
が
こ

の
年
出
版
し
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
も
、
後
述
す
る
十
年
本

『
役
者
大
鑑
』
以
下
の
「
鑑
も
の
」
に
見
ら
れ
る
江
戸
役
者
評
に
は
、
こ
の

評
判
記
を
利
用
し
た
り
、
或
い
は
こ
れ
を
受
け
た
評
文
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な

（
皿
）

い
の
も
奇
妙
で
あ
る
。
し
か
し
、
元
禄
八
年
版
の
こ
れ
ら
の
二
種
の
『
役
者

大
鑑
』
を
合
わ
せ
れ
ば
、
「
鑑
も
の
」
初
の
三
都
評
判
記
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
。

三

九



七
元
禄
十
年
本
『
役
者
大
鑑
』

元
禄
九
年
本
「
役
者
大
鑑
』
は
現
在
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
翌
元
禄
十

年
の
『
役
者
大
鑑
』
が
現
存
し
て
い
る
。
岩
瀬
本
の
板
木
を
多
量
に
流
用
し

改
刻
を
加
え
た
部
分
を
主
体
と
し
た
も
の
だ
が
、
冒
頭
に
元
禄
十
年
新
刻
の

十
五
丁
を
添
え
て
い
る
。
こ
こ
で
興
味
を
ひ
く
の
は
、
こ
の
追
加
丁
の
初
丁

表
に
記
さ
れ
た
扉
題
「
芝
居
訓
蒙
図
彙
」
の
両
脇
に
「
江
戸
堺
町
」
「
同
木

挽
町
」
と
あ
る
こ
と
、
続
い
て
二
丁
四
面
を
使
っ
て
江
戸
四
座
の
劇
場
前
を

描
い
た
挿
絵
が
あ
る
こ
と
、
続
い
て
更
に
江
戸
の
四
座
本
と
江
戸
の
役
者

（
計
五
十
三
名
）
の
名
寄
せ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
扉
題

は
、
本
書
二
冊
初
丁
扉
の
脇
「
京
四
条
河
原
」
「
大
坂
道
頓
堀
」
と
対
を
な

す
も
の
で
、
ち
ょ
う
ど
八
年
に
別
々
に
対
を
な
し
て
い
た
岩
瀬
本
と
新
刻
本

と
を
一
書
に
纏
め
た
感
が
あ
り
、
不
体
裁
な
が
ら
、
一
書
で
以
て
三
都
評
判

記
の
形
を
取
っ
て
い
る
点
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

毎
年
新
た
に
板
木
を
彫
り
起
こ
す
他
の
評
判
記
と
比
べ
る
と
、
「
鑑
も
の
」

は
そ
の
年
度
に
お
け
る
一
書
の
持
つ
価
値
は
半
減
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

新
評
と
し
て
改
め
ら
れ
た
箇
所
を
摘
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
年
度
の
編

集
意
図
が
あ
る
程
度
見
え
て
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。

表
１
は
、
相
変
ら
ず
五
年
以
降
の
「
鑑
も
の
」
の
板
木
を
多
く
流
用
し
た

本
文
の
中
で
、
「
丑
の
年
新
評
し
て
い
わ
く
」
と
し
て
、
十
年
の
増
補
に
よ
っ

て
新
評
さ
れ
た
役
者
の
人
数
で
あ
る
。
は
っ
き
り
と
わ
か
る
こ
と
は
、
新
評

さ
れ
た
七
十
三
名
の
内
半
数
以
上
が
当
年
度
江
戸
在
住
の
役
者
で
あ
る
点
で

あ
る
。
同
時
に
、
八
年
評
を
含
ん
だ
岩
瀬
本
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
役

（
）
内
は
岩
瀬
本
に
載
ら
な
か
っ
た
役
者
た
役
者
、
つ
ま
り
江
戸
在
住
の

の
数
役
者
の
多
く
に
関
し
て
は
、
容

姿
や
芸
風
の
紹
介
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
十
年
本
『
役
者
大
鑑
」
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
高
野
辰
之
氏
に
よ
り

「
真
に
大
鑑
の
名
に
背
か
ぬ
三
都
役
者
の
惣
評
判
記
で
、
後
の
『
三
国
役
者

（
皿
）

舞
台
鏡
』
や
『
役
者
口
三
味
線
』
の
先
駆
を
な
し
た
る
も
の
」
と
の
指
摘
が

あ
る
が
、
そ
の
過
程
に
は
右
の
よ
う
な
江
戸
在
住
の
役
者
を
大
量
に
取
り
込

ん
だ
こ
と
が
あ
り
、
前
述
の
巻
頭
に
追
加
さ
れ
た
部
分
を
こ
れ
に
加
え
て
考

え
る
と
、
本
書
の
特
徴
、
本
書
が
出
版
さ
れ
た
意
義
は
、
江
戸
芝
居
の
紹
介

で
あ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
。
八
年
新
刻
本
の
よ
う
な
〈
江
戸
芝
居
特
集
号
〉

的
な
単
発
出
版
と
は
違
い
、
い
わ
ば
板
木
流
用
を
重
ね
た
本
編
で
も
あ
る
十

年
本
に
江
戸
の
役
者
を
多
く
加
え
て
紹
介
す
る
こ
と
に
、
和
泉
屋
の
三
都
評

判
記
編
集
へ
の
意
欲
が
看
取
せ
ら
れ
る
。

表
1

者
の
人
数
（
表
１
の
括
弧
内
の

数
）
に
お
い
て
は
、
京
都
二
名
、

大
坂
一
名
に
対
し
て
、
江
戸
は

三
十
名
と
圧
倒
的
に
多
い
。
内

容
的
に
見
る
と
、
岩
瀬
本
既
出

の
役
者
に
関
し
て
は
、
当
年
度

の
顔
見
世
の
評
判
や
、
八
年
以

降
の
好
評
不
評
が
述
べ
ら
れ
た

再
評
と
言
っ
た
も
の
だ
が
、
岩

瀬
本
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ

四
○
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ロ
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５
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）
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）

皿
（
１
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勾、

都

江
戸

大
坂



こ
の
よ
う
な
江
戸
芝
居
の
重
視
は
、
翌
年
の
『
役
者
椋
掴
箒
』
に
も
受
け

継
が
れ
た
よ
う
だ
。
「
役
者
椋
欄
箒
』
は
現
存
が
確
認
出
来
な
い
評
判
記
で

あ
る
が
、
元
禄
十
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
役
者
千
石
麓
』
の
十
一
年
板
木
部

分
が
「
役
者
椋
欄
箒
』
の
板
木
で
あ
る
こ
と
は
、
宮
本
瑞
夫
氏
が
詳
細
な
調

（
皿
）

査
に
よ
り
既
に
指
摘
し
て
い
る
。
↑

表
２
は
、
そ
の
『
役
者
千
石
篦
』
の
う
ち
、
宮
本
氏
が
十
一
年
板
木
部
分

と
し
た
箇
所
で
新
評
さ
れ
た
役
者
を
、
表
３
は
、
十
二
年
板
木
と
し
た
箇
所

で
新
評
さ
れ
た
役
者
を
役
柄
・
地
域
別
に
分
け
た
一
覧
で
あ
る
。
本
書
は
、

敵
役
「
中
」
の
荒
川
十
の
右
衛
門
の
評
文
途
中
か
ら
欠
丁
で
あ
る
た
め
、
若

女
方
以
下
が
窺
え
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
十
一
年
度
、
十
二
年
度
の
新
評
の

傾
向
は
、
立
役
と
敵
役
に
概
ね
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
・
表
２
に
明
か

な
よ
う
に
、
江
戸
の
役
者
が
格
段
に
多
い
。
坂
田
藤
十
郎
の
よ
う
に
、
表
３

に
挙
げ
た
役
者
の
中
に
は
、
十
一
年
に
一
度
新
評
さ
れ
て
い
た
役
者
も
》
い
た

筈
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
加
え
る
と
、
京
都
の
役
者
は
も
う
数
名
増
え
る
こ
と

と
思
わ
れ
る
。
京
都
の
役
者
の
内
、
染
川
十
郎
兵
衛
ら
四
名
に
は
「
鑑
も
の
」

に
前
評
が
な
く
、
紹
介
を
兼
ね
た
評
判
で
あ
る
。
一
方
、
江
戸
の
役
者
は
、

す
べ
て
前
評
で
評
判
さ
れ
て
い
る
。
八
年
新
刻
本
『
役
者
大
鑑
』
を
「
鑑
も

の
」
の
主
流
か
ら
外
れ
た
も
の
と
し
て
前
評
か
ら
除
い
た
と
し
て
も
、
七
名

の
役
者
が
再
評
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
京
都
の
立
物
役
者
で
あ
る
坂
田
藤
十

郎
が
再
評
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
前
年
に
一
度
評
判
さ
れ
な

が
ら
、
こ
の
年
に
再
び
新
評
さ
れ
た
江
戸
の
役
者
が
四
名
も
い
る
点
に
は
、

三
都
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景

八
元
禄
十
一
年
。
十
二
年
の
「
鑑
も
の
」

注
）
「
岩
」
は
岩
瀬
本
、
「
新
」
は
新
刻
本
、
「
十
」
は
十
年
本
で
評
判
さ
れ

た
こ
と
、
「
ナ
シ
」
は
評
判
が
な
い
こ
と
を
示
す
。
「
十
」
と
あ
る
べ
き
所

に
「
岩
」
と
あ
る
の
は
、
岩
瀬
本
の
板
木
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

江
戸
の
役
者
へ
の
当
年
度
の
新
評
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
次
に
引
用
す
る

よ
う
な
、
江
戸
か
ら
聞
い
た
話
を
載
せ
た
り
、
江
戸
衆
の
異
見
を
受
け
た
と

す
る
評
判
が
、
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

・
ま
た
っ
て
の
は
な
し
に
い
わ
く
此
人
竹
之
丞
座
の
半
畳
に
敷
が
ね
其
外

や
ち
ん
取
て
も
口
す
ぎ
は
ら
く
な
人
（
宮
崎
伝
吉
条
）

・
京
村
山
座
に
て
団
十
郎
が
。
朝
い
な
。
此
中
村
ど
の
を
似
せ
た
も
の
と
。

う
そ
つ
か
ぬ
。
江
戸
衆
の
は
な
し
（
中
村
伝
九
郎
条
）

・
し
ら
ぬ
さ
る
か
た
よ
り
の
書
中
に
い
わ
く
。
（
中
略
）
早
々
上
文
字
に
。

（
注
）
＊
の
役
者
は
十
年
本
で
は
、
追
加
丁
で
新
評
さ
れ
、
本
巻
で
は
岩
瀬
本

を
流
用
。

1110987654321 表
q
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役
柄

役 敵 役 立

京
都

地
域

江
戸 明不 都京
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」
Ｗ
丘
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松
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右
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判
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潅
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門

Ｉ
Ｊ
Ｔ
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ヰ
寸
寸
ナ
目

宮坂山竹大坂中
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改
よ
と
の
御
異
見
。
（
森
田
勘
弥
条
）

・
三
ぶ
く
つ
い
の
内
。
此
人
か
。
中
尊
じ
や
と
。
江
戸
衆
よ
り
の
。
御
ち

う
し
ん
（
勝
山
又
五
郎
条
）

・
此
評
判
。
江
戸
さ
る
か
た
さ
ま
よ
り
御
注
文
の
通

（
森
田
小
左
衛
門
条
）

●
上
々
吉
に
改
よ
と
。
江
戸
さ
る
か
た
様
よ
り
の
さ
し
づ
い
か
さ
ま
上
々

に
し
て
く
る
し
う
な
い
か
た
き
役
（
村
山
十
平
次
条
）

森
田
勘
弥
を
、
十
年
本
で
は
「
中
ノ
上
」
と
し
て
評
判
し
た
が
、
そ
れ
を

右
の
よ
う
な
「
さ
る
か
た
よ
り
の
害
中
」
の
異
見
を
尊
重
し
て
、
「
上
」
に

改
め
た
と
す
る
。
「
遠
い
所
か
ら
。
お
こ
坐
ろ
に
か
け
ら
れ
・
か
た
じ
け
な

し
」
と
あ
り
、
江
戸
か
ら
の
異
見
の
つ
も
り
で
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

村
山
十
平
次
の
場
合
も
、
十
年
本
で
「
上
」
で
あ
っ
た
の
を
「
上
々
吉
」
に

改
め
た
理
由
を
、
右
の
よ
う
な
「
江
戸
さ
る
か
た
様
よ
り
の
さ
し
づ
」
と
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
評
判
記
作
者
に
よ
る
表
現
趣
向
で
あ
り
、

江
戸
か
ら
書
状
を
受
け
た
と
か
、
異
見
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
を
、
そ
の
ま

ま
事
実
と
し
て
受
け
取
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
、
し
か
し
、
聞
き
書
き
的
に

述
べ
、
評
判
の
拠
り
所
を
示
す
所
に
、
か
え
っ
て
版
元
和
泉
屋
の
江
戸
芝
居

へ
の
特
別
な
意
識
が
感
じ
と
ら
れ
る
。
坂
田
藤
十
郎
条
の
十
一
年
板
木
部
分

に
は
、
「
水
木
ど
の
Ｌ
七
ば
け
。
京
に
居
な
が
ら
。
六
日
飛
脚
で
。
き
上
ま

し
た
」
と
少
々
自
慢
げ
な
弁
で
以
て
、
水
木
辰
之
助
の
江
戸
市
村
座
で
の
評

判
が
入
り
込
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
現
れ
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

立
役
と
敵
役
と
の
部
分
か
ら
し
か
知
り
得
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
が
、
右

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
十
年
本
『
役
者
大
鑑
』
で
見
ら
れ
た
江
戸
芝
居
重
視

四

二二



以
上
の
よ
う
に
、
和
泉
屋
は
、
元
禄
八
年
の
二
種
の
評
判
記
（
岩
瀬
本
と

新
刻
本
）
の
出
版
を
皮
切
り
に
、
十
年
・
十
一
年
に
は
、
「
鑑
も
の
」
評
判

記
の
新
評
を
多
く
江
戸
の
役
者
の
評
判
に
費
や
し
て
来
た
。
そ
の
結
果
、

三
都
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景

の
傾
向
が
、
十
一
年
に
も
、
紹
介
か
ら
再
評
と
言
う
形
で
継
続
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
、
江
戸
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
窺
え
る
。

で
は
、
翌
十
二
年
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
『
役
者
千
石
麓
』
の
う
ち
、
宮
本

氏
が
十
二
年
板
木
部
分
と
し
た
箇
所
に
は
、
表
３
に
示
す
よ
う
に
、
合
計
十

一
名
の
役
者
が
新
評
さ
れ
て
い
る
が
、
山
中
平
九
郎
以
外
、
江
戸
の
役
者
が

見
ら
れ
な
い
。
こ
の
他
は
、
十
二
年
度
の
所
属
が
確
認
出
来
な
い
亀
谷
九
郎

左
衛
門
と
筒
井
半
十
郎
以
外
す
べ
て
京
都
の
役
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宮
崎

団
九
郎
以
外
は
、
す
べ
て
岩
瀬
本
や
十
年
本
で
評
判
さ
れ
た
役
者
で
あ
り
、

位
付
「
上
々
吉
」
の
役
者
の
当
年
度
に
つ
い
て
の
新
し
い
再
評
が
中
心
で
あ

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
『
役
者
千
石
麓
』
は
欠
丁
本
で
あ
り
若
女
方

以
下
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
全
貌
は
明
ら
か
に
出
来
な
い
が
、
立
役
と
敵
役

を
見
る
限
り
で
言
え
ば
、
元
禄
八
年
以
降
お
こ
な
っ
て
き
た
江
戸
役
者
評
判

の
重
視
は
、
ひ
と
ま
づ
十
一
年
で
一
段
落
が
つ
い
た
感
が
あ
る
。
『
役
者
千

石
麓
』
巻
頭
の
役
者
目
録
に
挙
が
っ
て
い
る
役
者
の
当
年
度
在
住
の
地
域
を
、

『
役
者
口
三
味
線
』
と
の
照
合
に
よ
っ
て
見
て
み
る
と
、
京
都
三
十
三
名
、

江
戸
三
十
七
名
、
大
坂
二
十
九
名
、
『
役
者
口
三
味
線
』
に
な
い
者
三
十
四

名
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
目
安
で
し
か
な
い
が
、
当
年
度
江
戸
在
住
の
役

者
が
京
・
大
坂
に
引
け
を
と
ら
な
い
程
度
に
ま
で
増
え
て
い
る
。

九
ま
と
め

『
役
者
口
三
味
線
』
の
よ
う
な
三
巻
三
冊
の
体
裁
こ
そ
な
い
が
、
三
都
の
役

者
の
人
数
に
も
釣
り
合
い
が
取
れ
、
事
実
上
「
三
都
評
判
記
」
と
な
っ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
思
う
。

和
泉
屋
が
八
年
以
降
江
戸
の
役
者
の
評
判
を
重
視
し
て
き
た
背
景
に
は
、

京
都
役
者
の
江
戸
下
り
が
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
元
禄
六
年
、
萩
野
左

馬
之
丞
（
荻
野
沢
之
丞
）
を
初
め
と
し
た
若
女
方
の
江
戸
下
り
が
あ
り
、
八

年
ま
で
に
桜
山
林
之
助
、
荒
木
与
次
兵
術
、
藤
川
武
左
衛
門
ら
立
物
役
者
が

江
戸
へ
と
下
っ
て
い
る
。
元
禄
九
年
に
は
、
八
年
度
に
「
上
々
吉
」
と
さ
れ

た
水
木
辰
之
助
を
初
め
、
袖
崎
歌
流
、
水
木
染
之
助
な
ど
の
若
女
方
が
い
ず

れ
も
京
都
か
ら
江
戸
へ
と
下
る
。
こ
の
よ
う
な
若
女
方
を
中
心
に
し
た
盛
ん

な
江
戸
下
り
に
対
し
て
の
京
都
人
の
心
境
は
、
「
京
と
い
へ
ば
女
の
名
所
近

年
皆
江
戸
へ
と
ら
れ
て
京
に
女
形
の
上
々
な
し
せ
め
て
一
人
は
京
に
上
々
を

た
て
た
い
も
の
」
（
十
年
本
『
役
者
大
鑑
』
吉
沢
あ
や
め
条
）
と
言
う
評
文

と
な
っ
て
現
れ
、
江
戸
へ
下
っ
た
若
女
方
の
活
躍
を
評
し
て
、
「
江
戸
の
座

も
と
が
お
し
ん
て
い
く
ら
に
も
上
方
へ
の
ぼ
さ
ず
」
（
同
書
、
神
崎
歌
流
条
）

「
見
物
の
諸
人
が
す
く
ゆ
へ
座
も
と
が
か
し
こ
ふ
て
取
は
な
さ
ぬ
也
」
（
同

書
、
沢
村
小
伝
次
条
）
と
や
や
泣
き
言
め
い
た
言
い
ぐ
さ
と
な
る
。
こ
の
よ

う
な
、
役
者
の
江
戸
下
り
が
、
必
然
的
に
版
元
和
泉
屋
の
目
を
江
戸
へ
と
向

か
せ
、
そ
の
結
果
三
都
評
判
記
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
右
の
よ
う
な
演
劇
界
の
動
向
と
並
行
し
て
、
当
時
の
出
版
界
の
中

に
は
三
都
を
視
野
に
収
め
る
気
運
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
和
泉
屋
も
こ
の
気

運
に
乗
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

前
述
の
三
都
雑
俳
撰
集
「
難
波
土
産
』
は
、
大
坂
の
雁
金
屋
圧
兵
衛
・
江

四
三



戸
の
万
屋
情
兵
衛
・
京
都
の
松
葉
屋
平
左
衛
門
の
三
都
書
建
の
相
版
で
刊
行

さ
れ
た
。
万
屋
済
兵
衛
は
、
西
鶴
本
の
江
戸
売
捌
き
所
と
し
て
著
名
で
あ
り
、

京
・
大
坂
の
諸
害
建
と
相
版
で
数
多
く
の
浮
世
草
子
や
雑
俳
害
を
出
し
て
い

る
が
、
『
難
波
土
産
』
の
編
集
に
つ
い
て
、
宮
田
正
信
氏
は
「
調
和
の
撰
集

が
ま
だ
公
刊
さ
れ
て
ゐ
な
い
時
に
い
ち
は
や
く
元
禄
五
年
五
・
六
月
興
行
の

調
和
五
句
付
の
勝
句
の
抜
粋
を
登
載
し
て
ゐ
る
の
は
恐
ら
く
萬
屋
の
協
力
に

（
喝
）

よ
る
も
の
で
あ
ら
う
」
と
推
測
し
た
。
本
書
の
場
合
に
限
ら
ず
、
こ
の
よ
う

な
江
戸
の
害
建
に
よ
る
情
報
の
提
供
は
、
三
都
編
集
に
欠
か
せ
な
い
要
素
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

元
禄
四
年
正
月
に
、
京
都
の
永
田
調
兵
衛
・
山
本
八
左
衛
門
、
江
戸
の
西

村
半
兵
衛
・
松
葉
清
兵
衛
の
四
書
犀
に
よ
り
、
北
条
時
頼
の
一
代
記
を
描
い

た
浮
世
草
子
『
北
条
時
頼
記
』
が
刊
行
さ
れ
る
。
右
の
山
本
八
左
衛
門
は
、

（
Ｍ
）

『
野
郎
立
役
舞
台
大
鏡
』
を
刊
行
し
た
和
泉
屋
八
左
衛
門
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
元
禄
六
年
末
に
は
和
泉
屋
三
郎
兵
衛
が
、
江
戸
の
松
葉
屋
清
兵
衛
と

（
巧
）

相
版
で
『
男
色
子
鑑
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
松
葉
屋
渭
兵
衛
は
『
北
条

時
頼
記
』
の
松
葉
清
兵
衛
と
同
じ
害
建
で
あ
ろ
う
。
和
泉
屋
が
こ
の
時
期
江

戸
の
書
建
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
江
戸
の
役
者
ば
か
り
を
集

め
た
元
禄
八
年
の
『
役
者
大
鑑
』
の
刊
行
以
降
、
江
戸
芝
居
重
視
の
編
集
を

実
現
さ
せ
る
こ
と
に
大
き
く
役
立
っ
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
注
〕

（
１
）
野
間
光
辰
氏
「
『
役
者
大
評
判
』
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
『
好
色
旅
枕
』
の
紹
介

ｌ
」
（
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
月
報
１
、
昭
和
四
七
年
九
月
）
参
照
。

（
２
）
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
第
九
巻
所
収
の
「
諸
国
色
里
案
内
」
の
解
題
参
照
。

（
３
）
雲
英
末
雄
氏
「
俳
詣
害
建
の
誕
生
Ｉ
初
代
井
筒
屋
庄
兵
衛
を
中
心
に

Ｉ
」
（
「
文
学
」
昭
和
五
六
年
十
一
月
号
収
）
参
照
。

（
４
）
｜
平
成
五
年
朝
日
新
聞
社
主
催
の
「
三
百
年
祭
記
念
西
鶴
展
」
に
出
品
さ
れ
た

フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。
元
禄
九
年
の
『
増
益
書
籍
目
録
』
に
も

「
四
冊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
の
体
裁
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
５
）
柿
衛
文
庫
蔵
本
に
よ
る
。

（
６
）
岩
瀬
本
の
五
年
の
刊
記
を
八
年
一
一
月
に
改
め
、
若
干
の
修
正
を
施
し
た
『
役

者
大
鑑
』
が
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
別
巻
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
代
表
し
て
岩
瀬
本
（
同
書
第
一
巻
所
収
）
を
用
い
る
。

（
７
）
．
役
者
目
録
、
若
衆
形
の
小
野
川
宇
源
次
に
は
「
中
」
が
冠
せ
ら
れ
、
こ
れ
に

従
え
ば
江
戸
中
村
座
所
属
に
な
る
が
、
『
今
源
氏
六
十
帖
』
等
の
絵
入
狂
言
本

の
替
名
か
ら
当
年
度
は
京
都
早
雲
座
で
あ
り
、
評
判
記
本
文
に
も
「
亥
評
に
云

林
の
介
は
江
戸
へ
下
り
才
三
郎
は
女
形
京
に
若
衆
形
の
上
々
き
れ
め
の
折
ふ
し

上
り
合
京
若
衆
形
随
一
と
洛
中
の
口
す
さ
ひ
に
あ
い
給
ふ
」
と
あ
る
。
目
録
作

成
時
の
単
な
る
誤
り
で
あ
ろ
う
。
十
九
名
は
宇
源
次
を
除
い
た
人
数
で
あ
る
。

（
８
）
『
野
郎
み
上
か
き
』
の
刊
年
は
、
『
歌
舞
伎
評
判
記
集
成
』
第
一
巻
同
書
解
題

に
従
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
扱
う
本
文
は
、
『
野
郎
み
上
か
き
』
も
『
や
く
し
や

雷
』
も
同
文
で
あ
る
。

（
９
）
両
者
の
江
戸
下
り
に
つ
い
て
は
京
都
で
早
く
に
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
し
、
当

年
度
の
江
戸
座
組
の
情
報
を
得
て
い
な
く
て
も
江
戸
在
住
の
役
者
と
し
て
評
判

で
き
た
で
あ
ろ
う
。

（
叩
）
『
演
劇
史
研
究
Ｉ
元
禄
劇
篇
』
（
東
京
帝
国
大
学
演
劇
史
研
究
会
編
、
昭
和

十
一
年
巧
芸
社
刊
）
所
収
の
「
役
者
評
判
記
解
題
」
で
は
こ
の
新
刻
本
に
つ
い

て
、
「
十
年
刊
の
『
役
者
大
鑑
』
に
、
内
容
の
一
部
は
そ
の
ま
生
取
ら
れ
て
ゐ

る
」
と
言
う
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
本
文
は
見
当
た
ら
な
い
。

四
四



（
巧
）
刊
年
は
、
野
間
光
辰
氏
『
初
期
浮
世
草
子
年
表
』
に
よ
る
。
ま
た
、
野
間
氏

は
（
皿
）
の
論
文
で
和
泉
屋
八
左
衛
門
と
和
泉
屋
三
郎
兵
衛
と
に
つ
い
て
、

「
同
族
も
し
く
は
本
家
分
家
の
関
係
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
し

（
皿
）
（
皿
）
に
同
じ
。

（
⑫
）
宮
本
瑞
夫
氏
「
「
役
者
大
鑑
」
の
終
焉
Ｉ
『
役
者
千
石
篦
」
に
つ
い
て

ｌ
」
（
「
近
松
論
集
」
第
七
集
、
昭
和
五
三
年
六
月
）

（
過
）
『
雑
俳
史
の
研
究
』
（
昭
和
四
十
七
年
六
月
）

（
皿
）
野
間
光
辰
氏
「
近
世
小
説
に
関
す
る
覚
え
害
（
ご
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
和

て
い
る
。

一
六
年
七
月
）
参
照
。

三
都
評
判
記
の
成
立
と
そ
の
背
景

（
ま
つ
ざ
わ
・
ま
さ
き
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

四
五


